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ドイツ及びョ ー ロッパ労働法における関連差別

ラインマイン大学教授

アレクサンダ ー ・オイフィンガ ー

1 ． はじめに一問題の概要

職業生活における差別をなくすことは、 立法者並
びに労働裁判所の重要な関心事である。 ヨ ー ロッパ
レベルでもドイツレベルでも、 一定の不利となる
(ponalisiert)メルクマー ルに基づく不利益取扱い
との戦いがなされている。 過去数年間にこの問題に
ついて、国内裁判所並びに欧州司法裁判所 (EuGH)

の判決が数多く出されている。 したがって、 一般平
等取扱法 (AGG) 及び基礎にある EU 指令の解釈
について、 様々な決疑論が展開されている。 こうし
た背景の下で、 いわゆる関連する不利益取扱いがこ
れまで一特に国内の一反差別法において目立った問
題となっていなかったことは驚くべきことである。
一般平等取扱法 1 条による差別メルクマールを持つ
者との関係の近さ又は特別な結びつきがあることを
理由に労働者が受ける不利益取扱いを関連する不利
益取扱いと理解すべきである（「関連による差別
(discrimination by association) 」)。 第三者に関連す
る差別という概念が用いられることもある凡例え
ば、 中国人女性と結婚していることを理由に応募者
である男性が採用されないこと2)、 又は妻が妊娠し
たことを理由に労働者を昇進させな いことであ

（訳 名古屋学院大学准教授 佐々木達也）

る”。
一般平等取扱法において、 この形式の差別はこれ

まで明文で規律されていない。 それゆえ、例えば、
ドイツ社会民主党 (SPD) の連邦議会会派は、 一般
平等取扱法改正についてのポジション ・ ペーパーに
おいて、 関連差別は明示的に一般平等取扱法に加え
られるべきであると主張する4)。 しかしながら、 現
行の規定が関連する不利益取扱いにも及ぶと解釈し
うるか否かは疑わしい。 このテ ーマについてのドイ
ツの裁判所の判決は、 散発的に見られるにとどま
る。 ヨ ー ロッパレベルでは、 ルクセンプルクの裁判
官〔ルクセンプルクに所在する欧州司法裁判所の裁
判官一訳者〕がコ ールマン (Coleman) 事件におい
て初めて、 関連する不利益取扱いの問題についての
立場を示した5)。 その後のチェズ (CHEZ) 事件並び
にハケルブラハト (Hakelbracht)事件において、
その立場がより明確になった6)。 近い関係にある者
が不利となるメルクマールを有していることを理由
に差別されることの不明確な法状況並びに実務的重
要性の高さに鑑みて、 以下ではこのテ ーマについて
の数少ない判決を紹介することとする。 さらに、 第
三者に関連する不利益取扱いはすでに解釈論によっ
て (de lege lata) 一般平等取扱法が及ぶのか、 あ
るいは立法論として (de lege ferenda) 規制が必要

1) Bayreu出er, NZA 2008. 986: しかしながら、 英語圏における概念に基づき、 これまで関連差別という概念が定着している：

sowie Sc出acht釘． RdA 2010, 104.
2) In Anlehnung an die Rechtssache 3 Sa 95/11 beim LAG Schleswig痴{stein (siehe Abschnitt Ill 4.). 
3) ある男性が妻の妊娠を理由に不利益取扱いを受けた場合に、 2000/54/EC 指令の意味における差別が存在するか否かがとり

わけ問題となったクリカオスカス (Kulikauskas)事件 (C-44/12) ;他の例を示すものとして、 Daubler/Beck/Daubler, AGG. 5. 
Au.ft. 2022, § 1 Rn. 109. 
4) Vgl httpsゾ／www.spdfraktion.de/systemlfiles/documents/position-refonn-agg.pdf
5) EuGH. 17.72008 - C-303/06, ECLl:EU:C:2008:415 - Coleman. 
6) EuGH. 16.7.2015 - C-83/14, ECLI:EU:C:2015:480 - CHEZ. EuGH. 20.6.2019 - C-404/18. ECLl:EU:C:2019:523 - Hakelbracht 
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なのかを検討することとする。

II ． ヨ ー ロッパ法における関連する不利

益取扱い

1. ヨ ー ロッパ法の基準
雇用及び職業における平等取扱いの実現のための

一般的な枠組みの創設に関するEC指令(2000/78/
EC、平等取扱い枠組み指令）によると、雇用及び
職業における宗教又は世界観、障害、年齢若しくは
性的指向を理由とする差別は禁止されている。ま
た、人種又は民族的出自による区別のない乎等取扱
原則の適用に関するEC指令(2000/ 43/EC、反差
別指令）も、上述のメルクマールに基づく差別を禁
止する。最後に、男女の平等取扱いは、労働及び雇
用問題における男女の機会平等及び平等取扱原則の
実現に関するEC指令(2006/54/EC、平等取扱い
指令）にその基礎がある。ある者が不利となるメル
クマールを理由に比較可能な状況において他の者よ
り不利な取り扱いを受ける、受けた又は（仮定とし
て）受けるであろう場合に、差別が存在する。

2. 欧州司法裁判所のコ ー ルマン事件判決
a)事実の概要

第三者に関連する差別についての欧州司法裁判所
の重要判決は、平等取扱い指令による不利となるメ
ルクマールをテーマとする。本件において、原告で
あるコ ールマンはロンドンにある弁護士事務所で弁
護士秘書として働いていた。コ ールマンは、特別な
看護を必要とする健康状態である息子を出産し、そ
の看護は主にコ ー ルマン自身が行っていた。それゆ
え、コ ールマンは、その従前の使用者との契約を終
了させる自主退職に同意した。その後、コ ールマン
は、ロンドン南雇用審判所に、自らが障害のある子
どもの主たる看護者であるという事実を理由に、強
制的な社会的に不当な(sozialwidrig)解約告知の
犠牲となり、そのことでもって他の労働者よりも不
利な取扱いを受けたと申し立てる訴訟を提起した。
この取扱いにより、コ ールマンは、従前の使用者と

の労働関係を終了することを強いられたとする。

コ ールマンの訴えは、彼女の見解によると差別又は
ハラスメントであるところの複数の出来事に依拠し
ている。

b)判旨
欧州司法裁判所は原告であるコ ー ルマンの法的見

解を認めた。確かに、係属中の手続きにおいて、直
接的に差別された者自身は障害がないことを裁判所
は認識した。にもかかわらず、原告が受けた不利な
取扱いの理由は障害であるとのことであった。雇用
及び職業の領域において、一定のカテゴリ ーの者に
ついてではなく、2000/78/EC指令の1条に挙げら
れる理由に関して、障害を理由とするあらゆる形式
の差別が解消されなければならない叫したがって、
欧州司法裁判所によって、働く母親への差別である
と認められ、障害のある子どもへの差別は認められ
なかった一母親は不利となるメルクマー ルを持つ者
ではないにもかかわらずである見比喩的に言えば、
子どもの障害は母親及びその雇用関係に影響を及ぽ
す9)。この理解は、職業生活における関連する不利
益取扱いの事例において請求権者の問題にとって重
要である。請求する者自身が差別されていることが
必要である。理論的に、欧州司法裁判所のこの見解
は、指令の適用は自ら障害を有する者に限られてい
るという指令の異なる解釈はこの指令から実際的な
有効性の多くを失わせ、 この指令が保障することと
なる保護を低下させるであろうということでもって
正当化された10

)。

C)評価
ヨ ー ロッパ法において関連する不利益を原則的に

承認したことと並んで、コ ールマン事件には差別法
にとってそれ以外にも興味深い含意が込められてい
る。本件において、具体的には2000/78/EC指令の
1条による陪害という不利となるメルクマールが問
題となった。欧州司法裁判所は、一般平等取扱原則
は一定のカテゴリ ーのメルクマールを持つ者ではな
く、2000/78/EC指令の1条に挙げられる理由に限

7) EuGH. 17.72008 - C-303/06, ECLI:EU:C:2008:415, Rn. 50 - Coleman.
8) Eingehend zu dieser Frage: Sutschet. EuZA 2009. 245, 247.
9) 欧州司法裁判所のアヴォカジェネラル(Generalanwalt)を務めたポアレス・マドゥ ー ロ(Poiares Maduro)の理解はこれ
とは異なる。すなわち、問題のメルクマー ルを持つ者が、他者が自分との結びつきのみを理由に差別されたと考える場合のよう
に 、 その者が間接的に差別される場合には、 その者の尊厳も害されることを確認する；Schlussantrag EuGH - C-303/06, 
ECLI:EU:C:2008:61. Rn. 13 - Coleman. 
10) EuGH.、 17.72008 - C-303/06, ECLI:EU:C:2008:415, Rn. 51 - Coleman; kritisch hierzu Sprenger. BB 2008, 2405, 2409. 
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定されることを強調した。 それゆえ、 裁判所は、

2000/78/EC 指令の全ての差別メルクマールが関連

差別の対象となりうることを明言した。 したがっ

て、 この2000/78/EC 指令の解釈は、亀その文言によ
ってカバ ーされている。 それとは反対に、 このこと

が2000/43/EC 指令による人種及び民族的出自並び

に2006/54/EC 指令による性別という不利となるメ
ルクマー ルにも妥当するか否かは疑わしい。 両指令

の文言は、 少なくともそれにマイナスに働く。 した
がって、 2000/43/EC 指令の 2 条 2 項 a) によると、

ある者がその人種及び民族的出自に基づき比較可能
な状況において他の者よりも不利な取り扱いを受け

る、 受けた又は受けるであろう場合に、 直接差別が
存在する。 2006/54/EC 指令の 2 条 1 項 a) による

と、 ある者がその性別に基づき不利な取扱いを受け
る場合に、 直接差別が存在する。「その(ihres)」

という代名詞はメルクマールが差別される者自身に
関連しなければならないことを明らかにするため、
他のメルクマールを持つ者に及ぶことは一少なくと

も文言によると一排除されている11) 。 なお、 英語版

（「ある者が比較可能な状況において、 性別を理由に

他の者よりも不利に取り扱われる場合」 (where

one person is treated less favourably on grounds of

sex than is[…]treated in a comparable situation)) 

でも、 フランス語版（「ある者がその性別のために
……と い う 状 況」 Oa situation laquelle une

personne … en raison de son sexe)) でも同様であ

る。 それとは反対に、 2000/78/EC 指令と同様に不
利益取扱いからの包括的な保護を保障することとな

る両指令の意義と目的を根拠とすると、 3つの指令

の間で異なる保護水準を定めたと理解することはま
ったくできないであろう。 いずれにせよ、 3つの指
令の目的論的に統一性のある適用は、 2000/78/EC

指令、 2006/54/EC 指令並びに2000/43/EC 指令の

適用領域においても第三者に関連する事情に及ぶこ
とに有利に働く 12)。

さらに、 欧州司法裁判所の判決は、 差別を受けた

者とメルクマールを持つ者との近接関係に関する問

ドイツ及びヨ ー ロッパ労働法における関連差別

題を提起したーしたがって、 2000/78/EC 指令の 1

条による不利益取扱いにとって、 メルクマールを持

つ者と差別を受けた者とのいかなる関係が必要か。
コールマン事件判決によると、 女性労働者に対する
不利益取扱いは、 必要となる看護を主として自らが
行っているその子供の障害を理由になされた13) 。 こ
の反論の余地のない明白な文言は、 ルクセンプルク

の裁判官が一貫して母子関係並びに子供の看護の必

要性に焦点を当てており、 関連差別の原因がこの近

接関係にあることを推論させる。 関連差別を根拠づ

けるために、労働者とメルクマールを持つ者との間

にいかなるその他の結びつきが存在し得るかは、 一

判断に重要でないので一欧州司法裁判所によって明
らかにされていない。 にもかかわらず、 コ ー ルマン

事件判決はいくつかの問題を提起する1
4)。 例えば、

コ ールマンが障害のある子供と親戚関係になく、 当

該子供の看護をした場合、 又は労働者が障害のある
自分の子供を自ら看護しなかった場合に、 事件はど
のように判断されたであろうか。欧州司法裁判所に

よると、 2000/78/EC 指令を自らに障害のある者に

（限定して）適用することは指令から大部分の実際
上の有効性を失わせ、 差別からの保護を弱めるであ
ろう1

5) 。 むしろ、 指令は定義された不利となるメル

クマールに基づく不利益取扱いからのできる限り広

範な保護を与えるものである。 メルクマールを持つ

者と差別を受けた者の近さに高度な要求がなされる

場合には、 この高い保護水準は回避されるであろ
ヽ 16)
っ 。

3. 欧州司法裁判所のチェズ事件判決

a)事実の概要
欧州司法裁判所は、 チェズ事件において、 第三者

に関連する差別に関するその判例を踏襲した。 本件

において、 原告ー女性・ニコラファーは、 個人事業

主として主にロマ人に出自を持つ人が住んでいる区

域であるデュプニッツァ（プルガリア）で食料品店

を営んでいた。 この区域において、 電力供給企業

チェズプルガリアは、 すべての顧客の電気メー タ ー

11) Sutschet, EuZA 2009, 245, 250; Schlachter, RdA 2010, 104. 107: so auch BAG, 22.42010 - 6 AZR 966/08, NZA 2010. 947,
949.
12) EuArbRKIMohr. (aaO.). RL 2006/54/EG Art. 2 Rn. 5; so auch Sutschet, EuZA 2009, 245. 251: ヨ ー ロッバの反差別法の
一貫性を根拠としたことも適切である。
13) EuGH. 17.7.2008 - C-303/06. ECLI:EU:C:2008:415 - Coleman.

14) Siehe hierzu auch Schlachter. RdA 2010. 104. 109.
15) EuGH. 17.72008 - C-303/06. ECLI:EU:C:2008:415. Rn. 51 - Coleman.
16) So auch Sutschet. EuZA 2009. 245. 247.
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を7~8メー トルの高さで送電線網の電柱に取り付

けた。 それとは反対に、ロマ人のほとんど住んでい

ない街の他の区域において、同企業はメー タ ーを1.7

メートルの高さで、通常、顧客の住居に直接設置し
た。ー自らはロマ人のグルー プに属していない一原

告は、電力供給企業に、 その区域の住民の大部分が
ロマ人に出自を持つ者であることに基づき、 そのや

り方によりその国籍を理由に差別されるという結果

となっているであろうこの争いのあるやり方につい

て訴えた。特に、 原告は、 使用星を確認するために
電気メ ー タ ーの針を読み取ることができず、 高すぎ

ると考える彼女宛の電気料金請求書を点検できない

ことを非難した17)。欧州司法裁判所は、 先決裁定の

要請(Vorabentscheidungsersuchen)の過程で、

訴えられたやり方が違法な差別であるか否かを明ら

かにするよう求められた。

b)判旨

欧州司法裁判所は問題のやり方を民族的出自に基

づく差別であると評価した。 裁判所は、平等取扱原

則は一定の民族的出自を持つ者のみではなく、 自ら

は関連する人種又は民族ではないものの、 しかし当

該出自である者と共に差別的措置により不利に取り

扱われる、又は特別な方法で不利益に取り扱われる

者にも適用可能であることを強調した18) 。問題の区

域にはロマ人ではない住民も住んでいるという状況

は、 霊力供給企業のやり方はこの区域の最大多数の

住民の民族的出自に基づいて導入されたことを排除
しない19)。プルガリアの裁判所の責務は、 このやり

方が実際に民族的理由に基づき導入され、 それゆえ

に直接差別であるか否かを審査しなければならない

ことである。 しかし、 仮に民族的出自に基づく直接
差別が存在しなかったとしても、 少なくとも間接差

別が問煩となりうる20)。 電力供給企業の陳述による

と、 問題の区域において生じた操作や損傷を防ぐた

めに、電気メ ー タ ーは平均して 5 メー トルの高さに

掛けられている。 したがって、 まず、 表面上、 中立

的な基準が問題となると同時に、これによってロマ

人に出自を持つ者が著しく害される21)
0

C)評価
チェズ事件判決でもって、 欧州司法裁判所はコ ー

ルマン事件における関連差別に関する判例を確認

し、 さらに同事件を踏襲した。 判決から最初に認識

することは、第三者に関連する差別は反差別指令に

よる人種並びに民族的出自という不利となるメルク

マールも含むということである。このことは、 すで

にコ ールマン事件判決により学説における見解によ
って推定され、 かつ求められていた22)。 さらに、 次

に認識することとして、 直接差別も間接差別も第三

者に関連する不利益取扱いとして問題となることが

確認されうる。コ ールマン事件判決においては、 原

告である女性労働者への直接差別が問題となった

が、 しかし当該労働者はその子供の障害及び看護の

必要性を理由に不利益取扱いを受けた。チェズ事件

において、 欧州司法裁判所は、 ロマ人の住民への不

利益取扱いーしたがって、 関連する食料品店店貝も
含めてーが直接的に行われたか、 間接的に行われた

かを明らかにしないままにした。いずれにせよ、 2

つの状況において、 民族的出自を理由とする差別が

存在する。この判決からの第三の一そして最も注目
すべき一認識は、 差別を受けた者とメルクマールを

持つ者との近接関係について同一区域に住所がある

ことで足りることである。強調しておきたいが、 原

告はロマ人に出自を持つ者と血縁関係にも婚姻関係
にもなく、 全ての電気メ ー タ ーが6~7メ ー トルの

高さで送竜線網の電柱に取り付けられた区域に住ん

でいた。判決は、 まさに差別からの保護が際限のな

く拡大するおそれを内在している23)
0

3. 欧州司法裁判所のハケルブラハト事件判決

a) 事実の概要

第三者に関連する差別に関する欧州司法裁判所の

最新の 判決は、 いわゆる傍骰者事例（bystander

17) EuGH. 16.7 2015 - C-83/14. ECLI:EU:C:2015:480, Rn. 21-23 - CHEZ
18) EuGH. 16.7.2015 - C-83/14, ECLI:EU:C:2015:480, Rn. 56 - CHEZ
19) EuGH. 16.7.2015 - C-83/14, ECLI:EU:C:2015:480, Rn. 81 - CHEZ.
20) EuGH. 16.7.2015 - C-83/14, ECLl:EU:C:2015:480, Rn. 92 - CHEZ.
21) EuGH. 16.7.2015 - C-83/14, ECLI:EU:C:2015:480, Rn. 109 - CHEZ.
22) Lindner. NJW 2008, 2750, 2752; Sutschet, EuZA 2009, 245, 250; Lingenscheid, BB 2008, 1963, 1964; Sc以'achter. RdA 2010.
1糾107; A domeit/Mo比RdA 2011, 102, 108; vgl. auch Teil II. 2. c).
23) ThuSJng,/F'fink/Jiinsch. ZEuP 2019, 593. 601; この関連において、「差別からの保護の超個別化 (TransindiV1.dual血•erung
des 1Jふ打m正証rungsschutzes）」と言うことは適切である。
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case) である。 本件において、 ファンデンボンとい
う女性は衣料品店の店長として雇用されていた。 こ

の身分において、 ファンデンボンはハケルプラハト

という女性と店員としての地位での採用面接を行っ

た。 この面接の際に、応募者は妊娠3か月であるこ

とを伝えた。 ファンデンボンは使用者に、ハケルプ
ラハトという人物が適任者であることを伝えた。 し

かし、 ファンデンボンは、この企業の人事責任者が

妊娠していることを理由に応募者を採用する意思が

ないことを知っていた。 ファンデンボンは使用者

に、妊娠していることを理由に採用を拒むことは法

律上禁止されていることを指摘した。 にもかかわら

ず、 ハケルプラハトは採用されなかった。 同B、

ファンデンボンはハケルプラハトに、妊娠している
ことを理由に採用されなかったと伝えた。 それゆ

え、 ハケルプラハト は 同企業に、男女平等機関

Onstituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en

Mannen) に不服を申し立てることを通知した。 そ

の後、 ファンデンボンは使用者に責任を負わされ、

解 雇さ れ た。 2人 の 女 性 は、 犠 牲 の 禁止

(Viktimisierungsverbot)に関する規定が指令に含

まれていることを考慮して、2006/54/EC 指令違反

があると考えた24)。

b) 判旨

欧州司法裁判所によると、2006/54/EC 指令の24

条は、性別に基づく差別を受けたと考える者が不服

を申立てた状況において、これと関連して差別を受

けた者を支援した労働者が、この不服申し立ての審

理の枠組みにおいて証人として出廷し、その証人と

しての証言がこの規定に定められた形式要件に適合

する場合にのみ、使用者による犠牲から保護される

ところの本件で争点となっている規定のような国内

の規定の妨げになるという意味として解釈されるべ

きである25)。 むしろ、 この規定に定められる保護に

含まれうる就労者 (Beschaftigte) のカテゴリ ーは
広く理解すべきであることは、2006/54/EC 指令か

ら明らかとなる。 それゆえ、性別に基づく差別を理

由に提起された訴訟への対応として使用者が報復措

置をとったすべての就労者が含まれる26)。

ドイツ及びヨ ー ロッパ労働法における関連差別

c) 評価
2006/54/EC 指令の24条の犠牲の禁止によると、

労働者は、企業内での不服、 又は平等取扱原則の貫

徹のための手続きを開始したことへの対応として行

われた使用者による解雇又は他の不利益取扱いから

保護されうる。欧州司法裁判所がこうした背景の下

で、労働者を使用者による報復措置から保護し、 そ

のために高い形式的ハー ドルを設けた国内の規定を

違法と評価したことは適切である。特に、 その性別

に基づき差別された者を個人的に支援した労働者が

犠牲の禁止から除外されてはならない。 そのような

状況は、傍観者事例とも呼ばれる町）。欧州司法裁判
所 に よ る2006/54/EC 指 令の24条 の こ の 解釈は、
コ ールマン事件及びチェズ事件における判決に鑑み

ると、決して驚くものではない。 したがって、 性別

という不利となるメルクマ ールも、第三者に関連す

る差別の対象となりうる。 関連差別の意味での近接
関係にとって、本件においては、妊娠中の応募者に

対する店長の支援行為で足りる。 ドイツ法による

と、 支援した労働者は一般平等取扱法16条 1 項 2 文

に よ る犠牲か ら の 保 護（Viktimisierungsschutz) 

を受けるであろう28
)0

4. 小括

欧州司法裁判所の判決は、第三者に関連する差別

がヨ ー ロッバ法において承認されたことを明らかに

する。現在、定着した判例を出発点とする。ある者

が第三者における不利となるメルクマ ールを理由に

差別を受けた場合ーしたがって、メルクマールを持

つ者と差別を受けた者が同一でない場合一、一定の

不利となるメルクマールを理由とする不利益取扱い

に関する指令は適用可能である。 少なくとも、平等
取扱い枠組み指令 (2000/78/EC) に関して、この

結果は規定の文言によってカバーされている。 反差

別 指 令 (2000/43/EC) 並びに平 等 取 扱 い 指 令

(2006/54/EC) による差別に関しては、この文言上

の論拠は有益とはなりえない。 理論的に、 欧州司法

裁判所による差別禁止のこの広い理解は、 目的論的

に統一性 が あ り、 有効性 原 則 (effect-utile-

24) EuGH, 20.6.2019 - C-404/18, ECLI:EU:C:2019:523, Rn. 10 ff. - Hakelhracht
25) EuGH. 20.62019 - C-404/18, ECLI:EU:C:2019:523, Rn. 37 - Hakelhracht
26) EuGH. 20.62019 - C-404/18, ECLI:EU:C:2019:523, Rn. 37 - Hakelhracht
27) MiiKoBGB/Thus1'ng, 9. Auft. 2021, AGG § 7 Rn. 6.
28) Herbst. EuZA 2020, 78, 84.
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Grundsatz)でもって根拠づけられる29)。 指令の実

際的な有効性が大きくなればなるほど、 差別からの

保護に含まれる者が多くなる30)。 それゆえ、 不利益

取扱い禁止という差別形式の解釈のための文言には

決定的な重要性は与えられない31)。 むしろ、 指令の

人的適用領域の狭義の一文言に忠実な一解釈は、 そ

の目的及び実際上の有効性を脅かし、 それでもって

差別禁止の有効性を低くする32)。

にもかかわらず、 欧州司法裁判所の3つの判決に

よっても依然として、 差別を受けた者がこれらの判

決によりどころを求めうるために、 不利益取扱いを

受けた者とメルクマールを持つ者との近接関係がい

かなる要求を満たさなければならないかは明らかで

はない。 コ ールマン事件において、 欧州司法裁判所

は一子供の看護の必要性と共に一母子関係に焦点を

当てた。 メルクマールを持つ者と差別を受けた者と

のそのような結びつきが2000/78/EC指令による不

利益取扱いに足りるということは、 明らかに納得で

きる33)。 もっとも、 現段階で、 親子関係にとどまら

ない。 労働者と第三者との密接な「人的」関係が関

連差別に十分であるーすなわち、 配偶者、 人生パー

トナ ー 、 兄弟姉妹又は親のようなその他の親類も保

護領域に含まれうる34)。 ハケルプラハト事件におい

ても、 差別を受けた者とメルクマールを持つ者との

間に「人的」関係が存在した。 この関係は確かに血

縁的な性質ではないものの、 しかしながら差別を受

けた者は妊娠中の応募者のために尽力した。 差別か

らの保護に関するヨ ー ロッパの基準の意義と目的に

よると、 不利となるメルクマールを持つ者に対する

具体的な個人的尽力は、 決して勇気ある労働者の不

利益になってはならない。 そのような状況におい

て、 具体的な個別関係が与えられる。 しばしば、 こ

の両者の間に、 ときに家族の領域における関係より

も強い関係が存在する。 それとは反対に、 この点に

ついて支持される見解によると、 第三者に関連する

差別の射程はチェズ事件において広くなりすぎた。

労働法に転用すると、 この判例は、 例えば、 ロマ人

の住民が大多数を占める区域の出身の不採用となっ

た応募者が使用者に対してそのことを理由に損害賠

償を請求しうることを意味するであろう35)。 現段階

では、 差別メルクマールとの関係が明確に証明され

ることが求められなければならない36)。 さもなけれ

ば、 差別からの保護に関する規定は範囲設定という

解決可能な問題をほとんど提起しないであろうし、

その予見可能性及び司法判断適合性を失わせるであ

ろう37)。 したがって、 使用者が上述の区域に住んで

いることに基づき当該応募者を採用しなかったこと

を明示的に(expressis verbis)不採用にした応募

者に伝えた場合、 第三者に関連する差別が存在す

る。 それとは反対に、 応募者が応募手続きにおいて

考慮されず、 関連する不利益取扱いについての徴候

的作用が存在しない場合、 応募者とメルクマールを

持つ者との間のあらゆる遠い関係又は離れた結びつ

きはこの作用を根拠づけるために十分とはなりえな
ぃ38)

皿 ドイツ法における関連する不利益取
扱い

1 ． 一般平等取扱法の基準

29) Vgl. zum effet-u紐e-GrundsatzEuGH. 12.09.1996 - C-58/95, ECLI:EU:C:1996:323, Rn. 14 - Gallotd; EuGH, 8.4.1976 - C-48/75,
Rn. 75 -Royer.
30) Sutschet, EuZA 2009, 245, 253.
31) Schlachter, RdA 2010, 104, 107; EuArbRK/Mohr. (aaO.), RL 2006/54/EG Art 2 Rn. 5.
32) コ ー ルマン事件における欧州委員会、 リトアニア並びにスウェ ー デン政府も同旨：EuGH. 17.7.2008 - C-303/06,
ECLI:EU:C:2008:415, Rn. 48, 51 - Coleman.
33) MuKoBGBIThiis1'ng, (aaO.). AGG § 7 Rn. 6; Reich, EuZW 2008, 132, 133.
34) Daubler/Beek/Daub/er, AGG, (aaO.), § 1 Rn. 111; Bayreuther, NZA 2008, 986, 987; Schlachter, RdA 2010, 104, 109;
BeckOK BGB/Horcher. 68. Ed. 1.11.2023, AGG § 3 Rn. 14; so auch MiiKoBGB/Thiis1'ng, (aaO.), AGG § 7 Rn. 6;「最も密接な
家族領域(engsten n皿祉i社enBereich)」と言う；aA. Lindner, NJW 2008. 2750, 2752.
35) 例えば、 歴史的理由から街の一定の区域に多くの移民が住んでいることを理由に、 郵便番号という非差別的なメルクマー ル
が出自という差別が禁止されるメルクマールの代わりとなりうる：vgl. Spiecker/Tow.igh, Automatisch benachteili匹2023, S. 18.
36) MiiKoBGBIThiismg. (aaO.), AGG § 7 Rn. 6.
37) So zutreffend EuArbRK/Mohr, (aaO.), RL 2006/54/EG Art 2 Rn. 5; MiiKoBGB/Thiis1'ng, (aaO.). AGG § 7 Rn. 6; aA.
Daubler/Beck/Da·ubler, AGG, (aaO.), § 1 Rn. lll;そのような差別は 、 「個人犯罪に対する家族の共同責任（Sゆpenhaft)」と
呼ばれる。
38) Bayreuther. NZA 2008, 986, 987; MiiKoBGB/Tbiis1'ng, (aaO.). AGG § 7 Rn. 6
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一般平等取扱法1条によると、 一般平等取扱法の

目的は、 人種又は民族的出自、 性別、 宗教又は世界

観、 障害、 年齢若しくは性的指向を理由とする不利

益取扱いを防止し、 又はなくすことである。同条

は、 一般平等取扱法全体について、 区別がそのメル

クマールと関連する場合に、 違法な不利益取扱いが

存在するところのメルクマールを定義する39)。一般

平等取扱法3条1項1文において、 直接的不利益取

扱いの概念が法的に定義されている。そのような不

利益取扱いは、 ある者が同法1条に挙げられる理由

に基づいて比較可能な状況において他の者よりも不

利な取り扱いを受ける、 受けた又は受けるであろう

場合に存在する。2000/43/EC指令の2条2項a)

及び2006/54/EC指令の2条1項a)とは異なり、

関係する者がその不利となるメルクマールに基づき

不利益取扱いを受ける、 受けた又は受けるであろう

ことは必要でない。「その」という代名詞がないこ

とに鑑みると、 一般平等取扱法の文言によると、 メ

ルクマ ールは差別を受けた者自身に関連するのでは

なく、 他のメルクマールを持つ者にも拡大されう

る
40)。一般平等取扱法 3 条 2 項 1 文に法的に定義さ

れる直接差別も、 不利となるメルクマールが差別を

受けた者自身に備わっていることを要件としない。

2 連邦労働裁判所の兵役事件判決

a)事実の概要

本件において、 州の公勤務に対する労働協約にお

ける地域手当に関する規定が問題となった。労働協

約によると、 兵役中の息子のいる親は低額の地域手

当しか受け取れない。 その訴えでもって、 原告とな

った父親は、労働協約の規定は、 子供に兵役をさせ

なければならない一 人で子供を育てる親を娘又は兵

役のない息子のいる独身者と比べて恣意的に不利益

に取り扱っていると主張した。 原告は一般平等取扱

法 3 条 2 項、 選択的にドイツ基本法 (GG) 3 条を

根拠に訴えを提起した41
) 0

b)判旨

確かに、 原告となった父親は結果として勝訴し

た。もっとも、 原告が被告となった州によって自身

39) ErfK/Schlachter, 24. Aufl. 2024. AGG § 1 Rn. 1.
40) Schlachter, RdA 2010, 104, 109.

41) BAG. 22.4.2010 - 6 AZR 966/08. NZA 2010, 947, 948.
42) BAG. 22.4.2010 - 6 AZR 966/08. NZA 2010. 947. 949.

43) 「その」という表現を参照 ．

44) BAG, 22.4.2010 - 6 AZR 966/08. NZA 2010, 947, 949.

ドイツ及びヨ ー ロッパ労働法における関連差別

の性別を理由にしてではなく、 自分の息子の性別を

理由に欧州司法裁判所のコ ールマン事件判決の意味

において間接的に不利益に取り扱われたとの原告の

陳述は、 連邦労働裁判所によって明確に退けられ

た
4

2)。 以上の ことは、 裁判所によって、 原告は

2000/78/EC指令に挙げられた理由に基づく不利益

取扱いを主張せず、 2006/54/EC指令による性別を

理由とする不利益取扱いを主張したという事実でも

って根拠づけられた。2006/54/EC指令の2条2項

a)は、「その性別に基づいてある者を」不利益に取

扱うことを禁止する。2000/78/EC指令の1条とは

異なり、 直接差別の禁止は抽象的に 一定のメルク

マールと関連させているのではなく、 このメルク

マールが具体的に直接差別を非難する者によって満

たされることを求める43) 。しかし、 欧州司法裁判所

は、 第三者に関連する不利益取扱いを2000/78/EC

指令の適用領域に含めることを、 同指令が一定のカ

テゴリーの者ではなく、 同指令の1条に挙げられる

理由に関して適用され ることでもって根拠づけ

た44)0

C)評価

連邦労働裁判所判決は2010年のものであり、 チェ

ズ事件及びハケルプラハト事件における欧州司法裁

判所判決に鑑みると時代遅れであろう。その間に、

欧州司法裁判所は、 第三者に関連する不利益取扱い

も2000/78/EC指令の適用領域において考えうると

いう見解を支持した。すなわち、 性別を理由とする

関連差別も考えることができ、 ー2000/78/ECを国

内法化した一一般平等取扱法1条に含まれることと

なる。規定の文言も、 意義及び目的もこの理解に有

利に働く。その限りで、 連邦労働裁判所は、一欧州

司法裁判所の定着した判決の実務によると一結果に

おいて適切な判決を一般平等取扱法1条により原告

となった父親への第三者に関連する不利益取扱いで

もって根拠づけることができた。

3 連邦労働裁判所のエンスリン事件判決

a)事実の概要

1978年に連邦労働裁判所によって判断された事例
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はほとんど法制史のように思える45)ー一般平等取扱
法により判断されていない46)。にもかかわらず、 連
邦労働裁判所は、 労働者と他者との近接関係が労働
関係にどのような影響をもたらしうるかを具体的に
明らかにした。 本件において、 被告はすべての公的

及び私的領域に電気、 ガス、 水及び遠隔暖房を供給
していた。 原告は被告に測呈技術者として雇用され
た者であり、 ドイツ赤軍のテロリストであるエンス
リンの義兄弟であった。 使用者がそのことを知った
とき、 使用者は労働関係を解約告知した。解約告知
を正当化するために、 使用者は、 原告が無政府主義
で、 テロリストのグル ー プと結びつきがあるので、
原告は使用者にとって過度な安全リスクであると陳
述した。

b) 判旨
原則として、 裁判所の見解によると、 安全への懸

念は解雇制限法(KSchG) 1条の意味における解
扉理由となりうる。 しかしながら、 解雇理由が存在
しなかった。安全という利益のそのような侵害は、
労働者と、 ドイツ連邦共和国におけるテロリズムと
の関連において、 一般社会から受け入れられない見
解を支持し、 活動を展開する妻及びその姉妹との密
接な人的結びつきのみでもって判断することはでき
ない。 一妻 の姉妹であるエンスリンに代表されるよ
うな一憲法違反のグル ー プ及び熱心な活動から明ら
かに距離を取っていることは、 労働者に求められえ
ない47)。

c) 評価
労働関係の解約告知は、 一般平等取扱法によって

も不利益取扱いではないであろう。 しかしながら、
これは措置の第三者に関連する特徴によるものでは
ない一本件の場合、 この近接関係が欧州司法裁判所
の基準によると存在している。 本件では、 一般平等
取扱法 1 条による不利となるメルクマ ールは全く存
在していない。にもかかわらず、 判決における状況
は簡単に今日にも転用されうる。 例えば、 義姉がロ
シア国籍で、 プー チンの支持者であることを公言し
ており、 かつ義弟が軍備コンツェルンで雇用されて

45) BAG. 26.10.1978 - 2 AZR 24/77, DB 1979, 895.
副 一般乎等取扱法は2006年8月18 日に発効した。
47i BAG. 26.10.1978 - 2 AZR 24/77, DB 1979, 895,896. 

いる場合、 民族的出自に基づく関連差別に関する問
題となるであろう。もっとも、 そのような第三者に
関連する差別は、 一般平等取扱法 8条 1 項により正
当化されうる。

4. シュレスヴィヒ ・ホルシュタイン州裁判所のエ

ンジニア事件判決
a) 事実の概要

民族的出自に基づく第三者に関連する不利益取扱
いの「範例 (Mus terbeispiel)」は、 2011年 のシュ
レスヴィヒ ・ ホルシュタイン州裁判所判決である一

北ドイツの裁判所によって一般平等取扱法が唯一の
争いの対象の評価に考慮されたわけではないにもか
かわらず48)。本件において、 被告である使用者はヘ
リコプター の座席や射出座席の救助システムを製造
していた。 この防衛技術は、 とりわけ連邦国防軍に
も納入されていた。 原告はエンジニアとして被告企
業に雇用されていたが、 中国／香港で生活する、 中
国籍を持つ伴侶を訪ねるために、 何度も中国／香港
ヘ長期間の休暇旅行をした。2009年、 原告は中国人
の 伴侶と 婚 姻 し た。 2010年、 被 告 の 人事マネ ー

ジャ ーは中華人民共和国との家族的な接触を理由に
原告を労働免除し(freistellen)、 結果として原告は
解約告知された。

b) 判旨
解約告知は控訴審裁判所によって、 ドイツ基本法

6 条 1 項との関連においてドイツ民法典 (BGB)

242条、 138条による誠実違反（treuwidrig)及び公
序良俗違反 (sittenwidrig) と評価された49)。特に、
解約告知は、 ドイツ基本法 6 条 1 項の意味における
原告の基本法上保障された婚姻の自由に違反する。
原告が一当時はまだ一中国で生活していた中国籍を
持つ者と婚姻し、 婚姻と同時に中国との家族的接触
を持ったため、 被告は原告に解約告知をした。原告
の解消の申立てに応じて、 7か月分（！）の税込み
賃金の補償金が原告に認められた50) 。 なお、 使用者
が主観的に、 起こり得る産業スパイの懸念と関連さ
せたので、 第一審によって労働契約の終了が正当と
評価された。 このことはこの解雇の正当化として足

48) LAG Schleswig痴,Jstein, 22.62011 - 3 Sa 95/11, BeckRS 2011, 75153.
49) 原告は 6 か月の待機期間 (Wartezeit)中であったので、 解雇制限法は適用されない。
50) LAG Schleswig-Holste1n, 22.6.2011 - 3 Sa 95/11, BeckRS 2011, 75153.
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C)評価
チェズ事件における欧州司法裁判所の理解による

と、 労働関係の使用者側からの解約告知に際して、
2000/43/EC指令並びに一般平等取扱法1条の意味
における民族的出自を理由とする第三者に関連する
差別が問題となる。解雇された労働者とメルクマ ー

ルを持つ者との近接関係は、 婚姻関係の事例におい
て存在す る。 こ の こ と は勿論解 釈(Erst-Recht­
Schluss)から推論されるものの、 しかし欧州司法
裁判所は関連差別をすでに「ロマ人区域」に住んで
いるが、 自らはこの民族ではない住民に転用した。
その限りで、 裁判所はその判決を関連する不利益取
扱いでもって根拠づけることができたであろう。

5 小括
関連する不利益取扱いに関するドイツの労働裁判

所判決のこの選択は、 この法的問題性がドイツ法に
おいていまだ完全に承認されていない、 又はこの観
点の下で評価されていないことを明らかにする。 に
もかかわらず、 すでに今日の法状況によると、 関連
する不利益取扱いを一般平等取扱法1条の意味にお
いて禁じられた行為であると評価することは可能で
ある。第三者に関連する事例における不利益取扱い
並びにハラスメントについての欧州司法裁判所によ
ってなされた解釈は、 一般平等取扱法に転用されう
る52)。一国内法化された指令の文言にほぼ沿った一
一般平等取扱法の規制技術並びにはっきりとした表
現は、 判例の解釈を引き継ぐことを容易にする53)。
このような背景の下で、 立法論として一般平等取扱
法において相応する規制を必要としない。

w． 結論

関連差別について、 以下のことが確認されるであ
ろう。ルクセンプルクは語り、 事件は終わった

(Luxemburg locuta-causa:finita)〔「欧州司法裁判
所が判断すれば、 決着がつく」という意味一訳者〕。
欧州司法裁判所の定着した判例は、 ヨ ー ロッパの反
差別法の基礎であり、 人種及び民族的出自、 性別、

51) ArbG Elmshorn, 8.12.2010 - 4 Ca 1016d/10.

ドイツ及びヨ ー ロッパ労働法における関連差別

障害、 宗教及び世界観、 年齢並びに性的同一性に基
づく不利益取扱いを禁止する3つの指令すべてに関
して第三者に関連する不利益取扱いを承認した。確
かに、 3つの指令の文言は同一ではないが、 しかし
ながら、 目的論的に統一性のある適用並びに有効性
原則はこれと異なる解釈を求めない。もっとも、 不
利益取扱いを受けた者がヨ ー ロッパの反差別法の保
護枠組みに基づきうるために、 不利となるメルク
マールを持つ者と不利益取扱いを受けた者との近接
関係にいかなる要求がなされなければならないかは
依然として明らかではない。いずれにせよ、 欧州司
法裁判所のこれまでの判決実務は、 保護領域が非常
に広く引かれうるというように解釈されなければな
らない。 メルクマ ー ルを持つ者の禁止された属性
が、 何らかの方法で、 第三者及びその雇用関係に影
響を及ぽさなければならない。もっとも、 この高い
反差別法上の保護水準は、 差別法上の基準の予見可
能性及び適用可能性の負担となる。

ドイツ法において、 関連差別は一般平等取扱法に
含まれうる。特に、 同法1条は、 禁止されるメルク
マールが使用者側の措置によって不利益に取り扱わ
れる者において実現されることを必要としない。さ
らに、 一般平等取扱法のヨ ー ロッパ法適合的な解釈
は、「第三者関連(Drittbezug)」の場合もこの差別
からの保護を要求する。 しかしながら、 ドイツの裁
判所は、 一般平等取扱法の保護枠組みを際限なく拡
大する試みに抵抗することとなる。不利益取扱いを
受けた労働者とメルクマー ルを持つ者との関係すべ
てが、 一般平等取扱法による不利益取扱いにとって
十分なわけではない。特別な近接関係についての説
明及び証明責任は、 その際、 主張する者の側で負う
こととなる。

52) BeckOK BGB/Horcher, 70. Ed. 1.5.2024. AGG § 1 Rn. 9; EuArbRK/Mohr. (a.a.OJ, RL 2000/78/EG Art 1 Rn. 45;
Sprenger. BB 2008. 2405, 2409.
53) So auch Sc.ムlachter. RdA 2010, 104, 109; Bayreuther, NZA 2008, 986, 987; Sutschet. EuZA 2009, 245, 257.
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